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 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査の結果

を、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 
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第１ 監査の種類 

    地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査

を、八幡市監査基準に準拠し実施した。 

 

第２ 監査の対象  

    建設産業部［環境政策課、農業振興課、商工観光課  

          都市整備課、管理・交通課、道路河川課、住宅管理課］ 

 

 第３ 監査の着眼点 

   令和５年度執行分の市の事務の執行及び財務に関する事務の執行が法令に

適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に行われているかを主眼として

実施した。 

 

第４ 監査の主な実施内容 

   監査対象課等から提出された監査資料及び抽出した項目を対象に関係資料

の提出を求めて書類審査を行った。 

また、関係職員に、事務事業の概要及びその執行状況等の説明を求め、さ

らに質問を加えて監査を実施した。 

 

第５ 監査の実施場所及び日程 

    事前に監査委員事務局の事務室等において書類審査を実施するとともに、

令和６年５月２２日及び同年５月２９日に監査委員室において監査委員監査

を実施した。 



 第６ 監査の結果 

事務の執行については、おおむね適正に処理されていると認められた。今

後とも引き続き適正な事務の執行、管理に努められたい。 

また、監査執行の過程において、口頭により指導を行った軽微な事項につ

いては、今後の事務処理に留意されたい。 

なお、一部の事務について、次に示すように改善、検討を要する事項が見

受けられたので意見を述べる。 

    

【意見・要望事項】 

 

［環境政策課］ 

国際条約で蛍光灯の製造と輸出入が２０２７年末で廃止される。市施

設の LED 化について調査し、経済的かつ効率的に行えるよう、指針を立

てて取組まれたい。 

 

［農業振興課］ 

補助金事務について、交付申請時と事業終了報告時の印鑑が違ってい

るものが見受けられた。 

提出された書類の確認を十分に行うとともに、不備がある場合は指導

するなど、適正な事務処理をされたい。 

また、事務処理の過程で不備に気がつくようなチェック体制を整えら

れたい。 

 

［商工観光課］  

 特に意見・要望する事項はなかった。 

 

［都市整備課］ 

特に意見・要望する事項はなかった。 

 

［管理・交通課］ 

特に意見・要望する事項はなかった。 

 

［道路河川課］ 

            特に意見・要望する事項はなかった。 

 

[住宅管理課］ 

        特に意見・要望する事項はなかった。 

 


